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【告示】

番 号 表 題 担当課名

３８７ 令和２年度自衛官候補生の募集期間，採用 とくしまゼロ作戦課

試験の試験期日，試験場等を告示する件

３８８ 土地改良区の定款の変更を認可した件 農林水産基盤整備局

農山漁村振興課

３８９ 同 同

３９０ 地籍調査の成果を認証した件 同

３９１ 公共測量を終了した旨の通知があった件 用地対策課

３９２ 同 同

３９３ 港湾施設の概要を公示する件 運輸政策課

港にぎわい振興室

【公告】

番 号 表 題 担当課名

地方独立行政法人徳島県鳴門病院が実施す 医療政策課

る一般競争入札公告

【議会告示】

番 号 表 題 担当課名

１ 特別委員長印を廃棄した件

２ 特別委員長印を新調した件

３ 特別委員長印を廃棄した件

４ 特別委員長印を新調した件



徳
島
県
告
示
第
三
百
八
十
七
号

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
第
一
項
及
び

第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
度
の
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
自
衛
官

候
補
生
の
募
集
期
間
、
採
用
試
験
の
試
験
期
日
、
試
験
場
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

募
集
期
限
、
試
験
期
日
及
び
試
験
種
目

男
子
及
び
女
子
の
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
自
衛
官
候
補
生

試
験
回

募

集

期

限

試

験

期

日

試

験

種

目

第
一
回

令
和
二
年
六
月
十
九
日
（
金
曜

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
（
金

筆
記
試
験
、
口
述
試
験

日
）
ま
で

曜
日
）

、
適
性
検
査
、
身
体
検

査
及
び
経
歴
評
定

第
二
回

令
和
二
年
七
月
二
十
七
日
（
月

令
和
二
年
八
月
二
日
（
日
曜
日

同

曜
日
）
ま
で

）

備
考

筆
記
試
験
は
、
国
語
（
作
文
を
含
む
。
）
、
数
学
、
地
理
歴
史
及
び
公
民
に
つ
き
、
高
等
学

校
卒
業
程
度
の
学
力
に
つ
い
て
試
験
す
る
も
の
と
す
る
。

二

試
験
場

男
子
及
び
女
子
の
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
自
衛
官
候
補
生

試
験
回

名

称

位

置

第
一
回

海
上
自
衛
隊
徳
島
航
空
基
地

板
野
郡
松
茂
町
住
吉
字
住
吉
開
拓
三
八

第
二
回

同

同

三

応
募
資
格

日
本
国
籍
を
有
し
、
令
和
二
年
八
月
一
日
又
は
九
月
一
日
現
在
で
十
八
歳
以
上
三
十
三
歳
未
満
の
者

（
た
だ
し
、
三
十
二
歳
の
者
は
、
採
用
予
定
月
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る

月
の
翌
月
の
末
日
現
在
に
お
い
て
三
十
三
歳
に
達
し
て
い
な
い
こ
と
）
で
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
定
め
る
高
等
学
校
卒
業
程
度
以
上
の
学
力
を
有
し
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ

に
も
該
当
し
な
い
も
の

１

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く

な
る
ま
で
の
者

２

法
令
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

３

日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の
他



の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者

四

採
用
予
定
月

令
和
二
年
八
月
又
は
九
月

五

志
願
票
の
受
領
及
び
提
出
先

志
願
票
は
、
各
市
町
村
役
場
又
は
自
衛
隊
徳
島
地
方
協
力
本
部
若
し
く
は
そ
の
出
張
所
等
で
受
領
し

、
提
出
す
る
こ
と
。



徳
島
県
告
示
第
三
百
八
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改

良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

土

地

改

良

区

の

事

務

所

の

所

在

地

及

び

名

称

認

可

年

月

日

吉
野
川
市
山
川
町

令
和
二
年
五
月
十
五
日

川
田
東
土
地
改
良
区



徳
島
県
告
示
第
三
百
八
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改

良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

土

地

改

良

区

の

事

務

所

の

所

在

地

及

び

名

称

認

可

年

月

日

阿
波
市
阿
波
町

令
和
二
年
五
月
十
八
日

阿
波
西
部
土
地
改
良
区



徳
島
県
告
示
第
三
百
九
十
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
美
馬
市
長

か
ら
認
証
の
請
求
の
あ
っ
た
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

認
証
し
た
。

令
和
二
年
六
月
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

美
馬
市
に
係
る
地
籍
調
査

１
㈠

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

美
馬
市

㈡

調
査
を
行
っ
た
時
期

平
成
二
十
八
年
度
及
び
平
成
二
十
九
年
度

㈢

成
果
の
名
称

美
馬
市
脇
町
字
福
堂
、
字
池
ノ
奥
、
字
新
山
の
各
一
部
（
福
堂
地
区
）
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

㈣

調
査
を
行
っ
た
地
域

美
馬
市
脇
町
字
福
堂
、
字
池
ノ
奥
、
字
新
山
の
各
一
部
（
福
堂
地
区
）

㈤

認
証
年
月
日

令
和
二
年
五
月
十
三
日

２
㈠

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

美
馬
市

㈡

調
査
を
行
っ
た
時
期

平
成
二
十
八
年
度
及
び
平
成
二
十
九
年
度

㈢

成
果
の
名
称

美
馬
市
穴
吹
町
口
山
字
田
方
及
び
古
宮
字
新
名
の
一
部
（
口
山
十
八
地
区
）
の
地
籍
図
及
び
地

籍
簿

㈣

調
査
を
行
っ
た
地
域

美
馬
市
穴
吹
町
口
山
字
田
方
及
び
古
宮
字
新
名
の
一
部
（
口
山
十
八
地
区
）

㈤

認
証
年
月
日

令
和
二
年
五
月
十
三
日

３
㈠

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

美
馬
市

㈡

調
査
を
行
っ
た
時
期

平
成
二
十
八
年
度
及
び
平
成
二
十
九
年
度

㈢

成
果
の
名
称

美
馬
市
脇
町
字
西
大
谷
、
字
下
大
滝
、
字
東
大
谷
の
各
一
部
（
西
大
谷
地
区
）
の
地
籍
図
及
び

地
籍
簿

㈣

調
査
を
行
っ
た
地
域

美
馬
市
脇
町
字
西
大
谷
、
字
下
大
滝
、
字
東
大
谷
の
各
一
部
（
西
大
谷
地
区
）

㈤

認
証
年
月
日

令
和
二
年
五
月
十
三
日

４
㈠

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称



美
馬
市

㈡

調
査
を
行
っ
た
時
期

平
成
二
十
八
年
度
及
び
平
成
二
十
九
年
度

㈢

成
果
の
名
称

美
馬
市
穴
吹
町
口
山
字
宮
内
、
字
知
野
、
字
大
内
の
各
一
部
（
口
山
十
九
地
区
）
の
地
籍
図
及

び
地
籍
簿

㈣

調
査
を
行
っ
た
地
域

美
馬
市
穴
吹
町
口
山
字
宮
内
、
字
知
野
、
字
大
内
の
各
一
部
（
口
山
十
九
地
区
）

㈤

認
証
年
月
日

令
和
二
年
五
月
十
三
日



徳
島
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号

国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
四
国
技
術
事
務
所
長
か
ら
、
令
和
二
年
徳
島
県
告
示
第
十
八
号
（
公
共

測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
件
）
で
公
示
し
た
公
共
測
量
を
令
和
二
年
四
月
二
十
四
日
終
了
し

た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門



徳
島
県
告
示
第
三
百
九
十
二
号

国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
徳
島
河
川
国
道
事
務
所
長
か
ら
、
令
和
二
年
徳
島
県
告
示
第
五
十
号
（

公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
件
）
で
公
示
し
た
公
共
測
量
を
令
和
二
年
五
月
一
日
終
了
し

た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門



徳
島
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
二
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
、
徳
島
小
松
島
港
の
港
湾
施
設
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一
１

港
湾
施
設
の
種
類

保
管
施
設
（
野
積
場
）

２

名
称

港
湾
関
連
用
地

３

位
置

徳
島
市
東
沖
洲
一
丁
目
二
三
番
及
び
東
沖
洲
二
丁
目
六
七
番
四

４

数
量
及
び
能
力

面
積

二
四
、
四
三
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

二
１

港
湾
施
設
の
種
類

臨
港
交
通
施
設
（
道
路
）

２

名
称

区
画
道
路
（
一
号
道
路
）

３

位
置

徳
島
市
東
沖
洲
一
丁
目
二
三
番

４

数
量
及
び
能
力

延
長

一
一
七
・
八
メ
ー
ト
ル

（一）

幅
員

七
・
〇
メ
ー
ト
ル

（二）
５

構
造
形
式

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装

三
１

港
湾
施
設
の
種
類

臨
港
交
通
施
設
（
道
路
）

２

名
称

区
画
道
路
（
二
号
道
路
）

３

位
置

徳
島
市
東
沖
洲
一
丁
目
二
三
番
及
び
東
沖
洲
二
丁
目
六
七
番
四

４

数
量
及
び
能
力

延
長

一
一
七
・
九
メ
ー
ト
ル

（一）

幅
員

七
・
〇
メ
ー
ト
ル

（二）
５

構
造
形
式

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装

四
１

港
湾
施
設
の
種
類

臨
港
交
通
施
設
（
道
路
）

２

名
称

区
画
道
路
（
三
号
道
路
）

３

位
置



徳
島
市
東
沖
洲
二
丁
目
六
七
番
四

４

数
量
及
び
能
力

延
長

一
一
七
・
九
メ
ー
ト
ル

（一）

幅
員

七
・
〇
メ
ー
ト
ル

（二）
５

構
造
形
式

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装

五
１

港
湾
施
設
の
種
類

臨
港
交
通
施
設
（
道
路
）

２

名
称

区
画
道
路
（
四
号
道
路
）

３

位
置

徳
島
市
東
沖
洲
一
丁
目
二
三
番
及
び
東
沖
洲
二
丁
目
六
七
番
四

４

数
量
及
び
能
力

延
長

三
八
四
・
五
メ
ー
ト
ル

（一）

幅
員

七
・
〇
メ
ー
ト
ル

（二）
５

構
造
形
式

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装

六
１

港
湾
施
設
の
種
類

臨
港
交
通
施
設
（
道
路
）

２

名
称

区
画
道
路
（
五
号
道
路
）

３

位
置

徳
島
市
東
沖
洲
一
丁
目
二
三
番
及
び
東
沖
洲
二
丁
目
六
七
番
四

４

数
量
及
び
能
力

延
長

二
二
五
・
〇
メ
ー
ト
ル

（一）

幅
員

四
・
八
メ
ー
ト
ル
か
ら
五
・
八
メ
ー
ト
ル
ま
で

（二）
５

構
造
形
式

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装

七
１

港
湾
施
設
の
種
類

臨
港
交
通
施
設
（
道
路
）

２

名
称

管
理
用
道
路

３

位
置

徳
島
市
東
沖
洲
一
丁
目
二
三
番
及
び
東
沖
洲
二
丁
目
六
七
番
四

４

数
量
及
び
能
力

延
長

九
〇
六
・
七
メ
ー
ト
ル

（一）

幅
員

五
・
〇
メ
ー
ト
ル

（二）
５

構
造
形
式

コ
ン
ク
リ
ー
ト
舗
装

八
１

港
湾
施
設
の
種
類



臨
港
交
通
施
設
（
道
路
）

２

名
称

進
入
道
路

３

位
置

徳
島
市
東
沖
洲
一
丁
目
二
三
番

４

数
量
及
び
能
力

延
長

一
一
六
・
六
メ
ー
ト
ル

（一）

幅
員

七
・
〇
メ
ー
ト
ル

（二）
５

構
造
形
式

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装



公

告

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院
か
ら
依
頼
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

「
術
中
３
Ｄ
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
装
置
一
式
」
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
の
で
、

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
程
に
よ

り
、
公
告
す
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院

理
事
長

森

裕

二

一

入
札
に
付
す
る
事
項

１

購
入
物
品
の
件
名
及
び
数
量

術
中
３
Ｄ
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
装
置
一
式

２

購
入
物
品
の
特
質
等

仕
様
書
等
に
よ
る
。

３

納
入
期
限

令
和
三
年
三
月
二
十
五
日
（
木
曜
日
）

４

購
入
物
品
の
納
入
場
所

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

次
の
条
件
を
全
て
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

㈠

物
品
の
購
入
等
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
要
綱
（
昭

和
五
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
二
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
よ
り
資
格
を
有

す
る
と
認
め
ら
れ
た
者
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院
会
計
規
程
実
施
規
程
（
契
約

関
係
）
（
以
下
「
会
計
規
程
実
施
規
程
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
新
た
に
資

格
審
査
を
受
け
て
参
加
が
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

㈡

会
計
規
程
実
施
規
程
第
八
条
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

㈢

入
札
し
よ
う
と
す
る
物
品
等
の
仕
様
が
、
仕
様
書
に
示
し
た
特
質
等
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
以
下
「
応
札
仕
様
書
」
と
い
う
。
）
等
を
法
人
の
指
定
す
る
様
式
に
よ

り
、
五
の
２
に
示
す
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
し
、
審
査
の
結
果
「
適
合
」
と
認
め
ら
れ
た
者
で
あ

る
こ
と
。

㈣

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

七
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
（
同

条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は

暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
い
こ
と
。

三

入
札
説
明
書
等
に
関
す
る
事
項

１

交
付
場
所

郵
便
番
号

七
七
二
―
八
五
〇
三

徳
島
県
鳴
門
市
撫
養
町
黒
崎
字
小
谷
三
二
番

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院

用
度
課



電
話
番
号

〇
八
八
―
六
八
三
―
〇
〇
一
一

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

〇
八
八
―
六
八
三
―
一
八
六
一

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

youdo@
naruto-hsp.jp

２

交
付
期
間

令
和
二
年
六
月
五
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
七
月
七
日
（
火
曜
日
）
ま
で
の
土
日
及
び
国
民
の
祝

日
を
除
く
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

四

問
合
せ
等
に
つ
い
て

１

問
合
せ
先

徳
島
県
鳴
門
市
撫
養
町
黒
崎
字
小
谷
三
二
番

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院

用
度
課

電
話
番
号

〇
八
八
―
六
八
三
―
〇
〇
一
一

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

〇
八
八
―
六
八
三
―
一
八
六
一

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

youdo@
naruto-hsp.jp

２

問
合
せ
の
方
法
及
び
受
付
期
間

問
合
せ
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
又
は
電
子
メ
ー
ル
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
期
間
に
つ
い
て
は
令
和
二
年
六
月
五
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
六
月
二
十
四
日
（
水
曜
日

）
ま
で
の
土
日
及
び
国
民
の
祝
日
を
除
く
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
と
す
る
。
こ
れ
以
降
の
問

合
せ
に
つ
い
て
は
回
答
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。

五

応
札
仕
様
書
等
に
つ
い
て

１

本
件
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
応
札
仕
様
書
を
法
人
の
指
定
す
る
様
式
に
よ
り
作
成
し

、
期
限
ま
で
に
、
様
式
に
記
入
し
た
規
格
の
根
拠
と
な
る
書
類
等
（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
）
と
と
も
に

、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

応
札
仕
様
書
等
の
内
容
を
審
査
し
た
結
果
、
採
用
し
得
る
と
判
断
し
「
適
合
」
と
さ
れ
た
応
札
仕

様
書
等
を
提
出
し
た
者
に
限
り
、
入
札
落
札
決
定
の
対
象
と
す
る
。
な
お
、
法
人
か
ら
応
札
仕
様
書

等
に
関
し
、
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
徳
島
県
の
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

応
札
仕
様
書
等
の
提
出
期
限
、
提
出
場
所
及
び
方
法

㈠

提
出
期
限

令
和
二
年
七
月
七
日
（
火
曜
日
）
午
後
四
時

㈡

提
出
場
所

徳
島
県
鳴
門
市
撫
養
町
黒
崎
字
小
谷
三
二
番

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院

用
度
課

㈢

提
出
方
法

直
接
持
参
又
は
郵
送
（
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
と
し
、
提
出
期
限
ま
で
に
必
着
の
こ

と
。
）

六

入
札
手
続
等
に
つ
い
て

１

入
札
及
び
開
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所
並
び
に
入
札
書
の
提
出
方
法

㈠

日
時

令
和
二
年
七
月
十
六
日
（
木
曜
日
）
午
前
十
時



㈡

場
所

徳
島
県
鳴
門
市
撫
養
町
黒
崎
字
小
谷
三
二
番

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院

三
階

大
会
議
室

㈢

入
札
書
の
提
出
方
法

直
接
持
参
又
は
郵
送
（
郵
送
に
よ
る
場
合
に
は
、
書
留
郵
便
と
し
、
提
出
期
限
ま
で
に
必
着
の

こ
と
。
）

２

郵
送
に
よ
る
場
合
の
入
札
書
の
提
出
期
限
、
宛
先
及
び
郵
送
方
法

㈠

提
出
期
限

令
和
二
年
七
月
十
五
日
（
水
曜
日
）
午
後
五
時

㈡

宛
先

郵
便
番
号

七
七
二
―
八
五
〇
三

徳
島
県
鳴
門
市
撫
養
町
黒
崎
字
小
谷
三
二
番

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院

用
度
課

㈢

郵
送
方
法

二
重
封
筒
と
し
、
入
札
書
を
中
封
筒
に
入
れ
て
密
封
し
た
上
で
、
当
該
中
封
筒
の
表
面
に
は
直

接
持
参
す
る
場
合
と
同
様
に
入
札
者
名
を
明
記
し
、
外
封
筒
の
表
面
に
は
「
○
○
一
式
の
入
札
書

在
中
」
の
旨
を
朱
書
き
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

入
札
の
方
法
等

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る

金
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り

捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に

係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
十

分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

４

契
約
手
続
き
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

５

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

免
除

６

入
札
の
無
効

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
無
効
と
す
る
。

㈠

二
に
規
定
す
る
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札

㈡

指
定
し
た
日
時
ま
で
に
指
定
し
た
場
所
に
到
達
し
な
い
入
札
又
は
郵
便
入
札
の
場
合
で
あ
っ
て

封
書
の
表
面
に
「
○
○
一
式
の
入
札
書
在
中
」
の
旨
の
朱
書
き
が
な
い
た
め
、
入
札
書
で
あ
る
こ

と
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
入
札

㈢

記
名
押
印
の
な
い
入
札

㈣

入
札
事
項
を
表
示
せ
ず
、
若
し
く
は
そ
の
記
載
事
項
が
不
明
確
で
あ
り
、
又
は
一
定
の
金
額
を

も
っ
て
価
格
を
表
示
し
な
い
入
札

〈
例
〉

ア

鉛
筆
、
そ
の
他
容
易
に
改
ざ
ん
で
き
る
筆
記
具
で
作
成
し
た
も
の

イ

金
額
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
以
外
で
記
載
し
、
又
は
訂
正
し
た
も
の

ウ

「
入
札
物
件
」
で
物
品
の
名
称
及
び
数
量
（
数
量
に
つ
い
て
は
、
特
に
指
定
し
た
場
合
を
除



く
。
）
の
記
載
の
な
い
も
の
又
は
記
載
を
誤
っ
た
も
の

エ

「
住
所
及
び
氏
名
」
の
記
載
を
誤
っ
た
も
の

オ

印
鑑
の
使
用
を
誤
っ
た
も
の

㈤

同
一
事
項
に
対
し
て
し
た
二
通
以
上
の
入
札

㈥

他
人
の
代
理
人
を
兼
ね
、
又
は
二
人
以
上
の
代
理
を
し
た
者
の
入
札

㈦

委
任
状
を
持
参
し
な
い
代
理
人
が
し
た
入
札

㈧

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札

７

入
札
又
は
開
札
の
中
止

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
入
札
又
は
開
札
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、

こ
れ
を
中
止
す
る
。
こ
の
中
止
に
よ
る
損
害
は
、
入
札
者
の
負
担
と
す
る
。

８

落
札
者
の
決
定
方
法

有
効
な
入
札
書
を
提
出
し
、
か
つ
、
五
の
応
札
仕
様
書
等
の
審
査
に
よ
っ
て
適
切
と
認
め
ら
れ
た

入
札
者
で
あ
っ
て
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
提
示
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る

。
９

落
札
の
無
効

落
札
者
は
、
原
則
と
し
て
落
札
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
日
以
内
に
法
人
が
指

定
す
る
契
約
書
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
者
の
落
札
は
効
力
を
失
う
も
の
と
す
る
。

契
約
書
作
成
の
要
否

10

要そ
の
他

11

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

七

S
u
m
m
a
r
y

1
N
a
t
u
r
e
a
n
d
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
s
t
o
b
e
p
u
r
c
h
a
s
e
d

I
n
t
r
a
o
p
e
r
a
t
i
v
e
3
D
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
d
e
v
i
c
e
s
e
t

2
T
i
m
e
-
l
i
m
i
t
f
o
r
t
h
e
s
u
b
m
i
s
s
i
o
n
o
f
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
f
o
r
m
s
a
n
d
r
e
l
e
v
a
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s

f
o
r
t
h
e
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n

4
:
0
0
p
.
m
.
,
J
u
l
y
7
,
2
0
2
0

3
D
a
t
e
o
f
T
e
n
d
e
r

1
0
:
0
0
a
.
m
.
,
J
u
l
y
1
6
,
2
0
2
0

(
B
y
m
a
i
l
,
t
e
n
d
e
r
s
m
u
s
t
b
e
s
u
b
m
i
t
t
e
d
b
y
5
:
0
0
p
.
m
.
,
J
u
l
y
1
5
,
2
0
2
0
)

4
C
o
n
t
a
c
t
p
o
i
n
t
f
o
r
t
h
e
n
o
t
i
c
e

T
o
k
u
s
h
i
m
a
P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
N
a
r
u
t
o
H
o
s
p
i
t
a
l

3
2
K
o
t
a
n
i
,
K
u
r
o
s
a
k
i
,
M
u
y
a
-
c
h
o
,
N
a
r
u
t
o
C
i
t
y
,
T
o
k
u
s
h
i
m
a
P
r
e
f
e
c
t
u
r
e

P
h
o
n
e
:
0
8
8
-
6
8
3
-
0
0
1
1



徳
島
県
議
会
告
示
第
一
号

徳
島
県
議
会
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
徳
島
県
議
会
規
程
第
一
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和

二
年
三
月
十
日
限
り
、
次
の
公
印
を
廃
棄
し
た
。

令
和
二
年
六
月
五
日

徳
島
県
議
会
議
長

寺

井

正

邇

特
別
委
員
会
の
名
称

特
別
委
員
長
印

徳
島
県
議
会
環
境
対
策
特
別
委
員
会

徳
島
県
議
会
次
世
代
人
材
育
成
・
少
子
高
齢
化
対
策
特
別
委
員
会



徳
島
県
議
会
告
示
第
二
号

徳
島
県
議
会
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
徳
島
県
議
会
規
程
第
一
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和

二
年
三
月
十
日
次
の
公
印
を
新
調
し
た
。

令
和
二
年
六
月
五
日

徳
島
県
議
会
議
長

寺

井

正

邇

特
別
委
員
会
の
名
称

特
別
委
員
長
印

徳
島
県
議
会
消
費
者
・
環
境
対
策
特
別
委
員
会

徳
島
県
議
会
次
世
代
育
成
・
少
子
高
齢
化
対
策
特
別
委
員
会



徳
島
県
議
会
告
示
第
三
号

徳
島
県
議
会
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
徳
島
県
議
会
規
程
第
一
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和

二
年
四
月
三
十
日
限
り
、
次
の
公
印
を
廃
棄
し
た
。

令
和
二
年
六
月
五
日

徳
島
県
議
会
議
長

寺

井

正

邇

特
別
委
員
会
の
名
称

特
別
委
員
長
印

徳
島
県
議
会
防
災
対
策
特
別
委
員
会



徳
島
県
議
会
告
示
第
四
号

徳
島
県
議
会
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
徳
島
県
議
会
規
程
第
一
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和

二
年
四
月
三
十
日
次
の
公
印
を
新
調
し
た
。

令
和
二
年
六
月
五
日

徳
島
県
議
会
議
長

寺

井

正

邇

特
別
委
員
会
の
名
称

特
別
委
員
長
印

徳
島
県
議
会
防
災
・
感
染
症
対
策
特
別
委
員
会


